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・食育推進基本計画の目標は、食育を国⺠運動として推進するために、共通の目標を掲げ、５年間の計画期間内にその達成を目指
して協⼒して取り組むことが有効であるなどの考えから、国⺠運動として食育を推進するにふさわしい主要な項目に目標を設定。（第４
次食育推進基本計画においては24目標値を設定）

・食育推進基本計画の累次の改定を経て、目標項目が増加している。
目標の内容が重なっている1、国⺠の直接的な⾏動に関連しない2、と考えられる目標もある。
１の例︓ ⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事に関する目標と⑭⽣活習慣病の予防等のための食⽣活の実践に関する目標
２の例︓ ㉔推進計画を作成している市町村に関する目標

・目標値ごとに数値の設定の⽅法が異なり、数値の示す意図が正しく伝わらない恐れがある。
✓達成可能性等を考慮し、現状値を踏まえて設定している目標値３

✓科学的根拠に基づき、中⻑期的な視点も踏まえて設定している目標値４

また、目標値の設定が現実的ではないと考えられる目標5がある。
３の例︓ ③地域等における共食に関する目標（４次計画作成時（R2年度）︓70.7% 目標値（R7年度）︓75％以上）
４の例︓ ⑫、⑬野菜、果物の摂取量に関する目標
５の例︓ ④⼦供の朝食⽋食に関する目標（目標値︓０％）

現状・課題

【目標項目について】
①国⺠運動として食育を推進するにふさわしい主要な項目を、目標項目数を含めどのように考えるか。
②重点事項との対応関係を整理して示すことについてどのように考えるか。

【目標値について】
①現状値や推移の傾向等も踏まえて、目標値をどのように考えるか。
②設定の⽅法の違いを明確化した上で、５年間の計画期間の目標として、その扱いをどのように考えるか。
⇒その上で、第５次食育推進基本計画の目標の設定をどのように考えるか。

論点

【当初】9項目→【現】24項目
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（参考）第４次食育推進基本計画の目標
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